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文化 庁 長官 決定

１ 設置

我が国の文化関係資料のアーカイブに関する現状、課題等を踏まえ、中長期的な視

点も含めた文化関係資料のアーカイブの取組の総合的な推進方策を検討するため、「文

化関係資料のアーカイブに関する有識者会議」（以下「有識者会議」という。）を設置

する。

２ 構成

① 有識者会議の委員は、別紙のとおりとする。

② 座長は、委員の互選により選出する。

③ 有識者会議に座長代理を置くことができる。座長代理は委員のうちから座長が指

名する。座長代理は、座長に事故があるとき等、必要に応じ、その職務を代理する。

④ 座長は、必要に応じ意見を聴取するため、参考人を招へいすることができる。

３ 検討事項

（１）各分野の文化関係資料のアーカイブの整備を推進していくための方策

（例）

① 各分野ごとの文化関係資料のアーカイブについて、今後優先的に整備を推進して

いく必要のある分野

② 文化関係資料を有する機関等に対する技術的支援など、各分野のアーカイブの自

発的な整備を促していくための方策

③ その他、各分野の文化関係資料のアーカイブの整備を推進していくための方策

（２）文化関係資料のアーカイブの分野横断的な利活用を推進していくための方策

（例）

① 文化関係資料のアーカイブの分野横断的な検索等、文化関係資料の幅広い利活用

を可能にするための方策

② その他、文化関係資料のアーカイブの分野横断的な利活用を推進していくための

方策

（３）その他、文化関係資料のアーカイブの整備を推進していくための方策

４ 庶務

有識者会議の庶務は、長官官房政策課等関係課の協力を得て、文化部芸術文化課に

おいて処理する。
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